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はじめに

2

「ＴＳを用いた出来形管理技術」とは、ＴＳで取得した３次元の位置情報を、出来形値
（基準高、長さ、幅）等に抽出・変換するとともに、設計データとの差分を算出・提供
する技術である。

計測と同時に設計値との
差を表示

（技術者判断の早期化）

計測値の電子データ
を用いることで、必要
な帳票を自動作成
（作業の効率化、
人為ミスの防止）

ＴＳが計測位置へ誘導
（計測効率の向上）



TSを用いた出来形管理（舗装への適用）の概要
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本要領の位置づけ

開発者
（機器メーカ、
ソフトベンダー）

施工管理データ交換標準（案）

施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェア
機能確認ガイドライン（案）

出来形管理用TSの機能要求仕様書（案）

施工管理データ作成・帳票作成ソフトウェア
の機能要求仕様書（案）

出来形管理用TSソフトウェア機能確認
ガイドライン（案）

受注者
（施工会社）

監督・検査職員

使用者

TS出来形管理とは？
管理項目・基準は？
提出書類は？

書類の確認項目は？
検査項目・頻度は？
立ち会い方法は？

ソフトの要求仕様は？
データ交換標準は？
機能の確認方法は？

基準類

ＴＳを用いた出来形管理の

監督・検査要領（河川土工編、道路
土工編、舗装工事編）

ＴＳを用いた出来形管理の

監督・検査要領（河川土工編、道路
土工編、舗装工事編）

ＴＳを用いた出来形管理要領

（土工編、舗装工事編）
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本要領策定の目的と範囲

新設舗装工事及び舗装修繕工事において、TSによる出来形管理が、効率的かつ
正確に実施されるために以下の事項について、明確化する

①適用範囲、TSの基本的な取扱い方法と測定方法

②出来形管理の実施方法、出来形管理基準及び規格値

目的

本要領の適用の範囲
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TS適用工種（新設舗装工）

工種別のＴＳによる出来形管理項目（土木工事施工管理基準及び規格値）

凡例 －：管理項目無し，○出来形管理用TSで管理可能，×出来形管理用TSで管理不可
※１：幅員は、ＴＳで計測した舗装左右端点の座標から計算される２点間の水平距離とする。

※２：「土木工事施工管理基準及び規格値」に、厚さの計測方法が、”コアーによる”または”掘起しによる”と指定されている
工種については、ＴＳの適用範囲外とする。

工 種
出来形管理項目

延長 基準高 深さ 幅(※１) 厚さ(※２)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
半たわみ性舗装工
排水性舗装工
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工
薄層ｶﾗｰ舗装工
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工

－

○
（下層
路盤
のみ）

－ ○
×

(ｺｱｰ・掘起し
による)

透水性舗装工（路盤工）
－ ○ － ○ ×

(掘起しによる)

透水性舗装工（表層工）
－ － － ○ ×

(ｺｱｰによる)
歩道舗装路盤工
取合舗装路盤工
路肩舗装路盤工

－ ○ － ○
×

(掘起しによる)

歩道舗装工
取合舗装工
路肩舗装工
表層工

－ － － ○
×

(ｺｱｰによる)
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TS適用工種（維持修繕工）

工種別のＴＳによる出来形管理項目（土木工事施工管理基準及び規格値）

工 種
出来形管理項目

延長 基準高 深さ 幅(※1) 厚さ(※2)

路面切削工 － ○（※3） － ○ －（※3）

舗装打換え工（路盤工） ○ － － ○
×

(該当工種に準ずる)

舗装打換え工（舗設工） ○ － － ○
×

(該当工種に準ずる)

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工
○ － － ○ ○

路上再生工 ○ － － ○ ×

(掘起しによる)

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工
－

○

（下層路盤

のみ）

－ ○
×

(ｺｱｰ・掘起しによる)

凡例 －：管理項目無し，○出来形管理用TSで管理可能，×出来形管理用TSで管理不可
※１：幅員は、ＴＳで計測した舗装左右端点の座標から計算される２点間の水平距離とする。
※２：「土木工事施工管理基準及び規格値」に、厚さの計測方法が、”コアーによる”または”掘起しによる”と指定されている
工種については、ＴＳの適用範囲外とする。
※３：厚さの代わりに基準高を管理する。
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TS適用工種（道路付属物工）

工種別のＴＳによる出来形管理項目（土木工事施工管理基準及び規格値）

凡例 －：管理項目無し，○出来形管理用TSで管理可能，×出来形管理用TSで管理不可

※ 本表に示す出来形管理項目以外にも、排水構造物の横断方向の傾きや、縦断勾配の均一性等の管理は現行どおり
水糸・水準器等により行うこととする。本要領を適用した場合でもこれらの管理を省略してはならない。
※１：幅員は、ＴＳで計測した舗装左右端点の座標から計算される２点間の水平距離とする。

工 種
出来形管理項目

延長 基準高 深さ 幅(※1) 厚さ

縁石工
道路付属物工

○ － － － －

側溝工
排水構造物工
排水工

○ ○ － － －

暗渠工
管渠工
地下排水工

○ ○ ○ ○ ―

排水性舗装用路肩排水工 ○ ○ － － －
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施工計画書（１）

• 本要領で付加される内容• 従来の施工管理計画

出来形管理

品質管理

写真管理
各項目に関する
基準、方法、処置等

○ ＴＳ適用工種確認

○ 使用機器確認

○ ＴＳによる実施内容確認

ＴＳ出来形を実施する場合には、施工計画書に必要な事項を記載しなければならな
い。

・要領適用工種
・測定項目の確認

・ＴＳ出来形計測箇所
・管理基準及び規格値
・写真管理基準

・機器構成
・ＴＳ本体精度・証明書
・ソフトウェア
（機能要求仕様書対応）
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施工計画書（２）

①機器構成
②出来形管理用ＴＳ本体

計測精度が国土地理院認定3級と同等以
上で、適切な精度管理が行われていること

③ソフトウェア
出来形管理用TSソフトウェアは、「出来形

管理用トータルステーション機能要求仕様書
（案）（舗装工事編）」、

基本設計データ作成ソフトウェア及び出来
形帳票作成ソフトウェアについては、「ＴＳに
よる出来形管理に用いる施工管理データ作
成・帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書
（案）（舗装工事編）」

国土地理院認定
３級

公称測定精度：±(5+5ppm×D)mm ※1

最小目盛値：20”以下
※1：Dは計測距離（m）,ppmは10-6

TS公称
測定精度

「メーカーカタログ」または「機器仕様書」

TS
精度管理

検定機関が発行する有効な「検定証明書」または
測量機器メーカ等が発行する有効な「校正証明書」

ソフト
ウェア

「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

ソフトのカタログ（例） TSの校正証明書（例）

添付する書類

計測精度

水平角度 10”

鉛直角度 10”

距離精度 ±（５＋５ｐｐｍ・Ｄ）

規格 国土地理院 ３級

備考

カタログの計測精度の確認箇所（例）
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使用機器・ソフトウェア

国土交通省「ＴＳを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）平成24年
3月」に対応しています。

（注）厚さを管理する場合は最小メモリ値は5”以下



監督・検査
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１）施工計画書の受理・記載事項の
確認

２）基準点の指示
３）工事基準点設置状況の把握
４）基本設計データチェックシートの

確認
５）出来形管理状況の把握

※詳細は、「ＴＳを用いた出来形管理
の監督・検査要領」を参照のこと。

１）出来形計測に係わる書面検査
・出来形管理用ＴＳに係わる
施工計画書の記載内容

・出来形管理用ＴＳに係わる
工事基準点の測量結果等

・基本設計データチェックシートの確認
・出来形管理用ＴＳに関わる
「出来形管理図表」の確認

・品質管理及び出来形管理写真の
確認

・電子成果品の確認
２）出来形計測に係わる実地検査
・検査職員が指定する管理断面の
出来形検査

※詳細は、「ＴＳを用いた出来形管理
の監督・検査要領」を参照のこと。

ＴＳ出来形管理を実施した場合の監督・検査方法は、従来と異なり、
「ＴＳを用いた出来形管理の監督・検査要領」に従って実施される。

監督職員の実施項目 検査職員の実施項目

※赤字は、従来と異なる箇所。



工事基準点の設置確認

計測精度確保のための工事基準点設置
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１．工事基準点の設置

出来形管理に利用する工事基準点設置については監督職員より指示を受けた
基準点を使用して設置

２．出来形管理用ＴＳを用いるための配慮事項
下記の条件を満足できる位置に設置する。

① 出来形管理用ＴＳから工事基準点までの距離を１００ｍ以内（２級TSを使用する場合は
１５０ｍ以内）とする。

② 上記①の範囲に、平面座標(X,Y座標)がわかる工事基準点が２点以上、かつ高さ（Ｚ座
標）がわかる工事基準点が１点以上必要。

③ ＴＳと工事基準点間の視通を確保する。
④ 工事基準点及びＴＳの設置位置は施工の作業性を損なわない箇所とする。

⑤ 工事基準点の設置位置は、ＴＳによる器械設置時にプリズムを設置する際に通行車両
に対する計測員の安全性が確保できる箇所とする。特に、中央分離帯に工事基準点を
設置する場合、工事基準点と車両通行レーンとの間に十分な離隔が保てるようにするこ
と。



基本設計データチェックシート

ＴＳを用いた出来形管理の適用上 確認が必要な項目

チェックシート形式で効率化受注者が確認すべき事項を明確に示す

平面線形

縦断線形

基準点及び
工事基準点

出来形
横断面形状
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○ 出来形管理ＴＳを用いて工事測量を行い
（平面測量、縦断測量、横断測量）
舗設計画図面作成に使用することができる。

○ 工事測量時に実施する下記の作業にも
出来形管理用ＴＳを使用することができる。

・工事に使用する補助基準点の設置
・工事に使用するベンチマークの設置
・管理断面位置（管理断面の左右端点）の

位置出し・マーキング

工事測量

出来形管理用ＴＳによる工事測量への活用

管
理
断
面
位
置
の
マ
ー
キ
ン
グ

工
事
測
量

平面図から座標が
読み取れない場合

KP標等をもとに管理断
面の位置（断面の左右
端部等）を現地にマーキ
ング（メジャ等使用）

管理断面の左右端部とセンターの
TS測定※

基本設計データをTSに搭載

CAD図上で管理断面左右端
部の座標（x,y）を読み取り基
本設計データに入力

管理断面の縦横断測量
（自動計測）

基
本
設
計
デ
ー
タ
の
作
成
・
搭
載

平面図から座標が
読み取れる場合

基準点座標を基本設
計データに入力

TSで管理断面左右
端部を現地に位置だ
し・マーキング

工事測量の準備と工事測量の手順
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基本設計データの確認（１）

項目 対象 内容
チェック

結果

1)基準点及び

工事基準点
全点

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？

・工事基準点の名称は正しいか？

・座標は正しいか？

2)平面線形 全延長

・起終点の座標は正しいか？

・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？

・曲線要素の種別・数値は正しいか？

・各測点の座標は正しいか？

3)縦断線形 全延長

・線形起終点の測点、標高は正しいか？

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？

・曲線要素は正しいか？

4)出来形

横断面形状
全延長

・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？

・基準高、幅、法長は正しいか？

・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？

平成 年 月 日
工 事 名：
受注会社名：
作 成 者： 印

基本設計データチェックシート
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基本設計データ作成後に、データの確認を行い、
「基本設計データチェックシート」を監督職員に提出する。

（様式－１）

※１ 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。

※２ 受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料
の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。

・工事基準点リスト（チェック入り）
・線形計算書（チェック入り）
・平面図（チェック入り）
・縦断図（チェック入り）
・横断図（チェック入り）
・構造図（チェック入り）：縁石工・排水構造物工のみ

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができる。

工事基準点は、事前に監督職員に提出し
ている工事基準点の測量結果と対比し、確
認する。

平面図及び線形計算書と対比し、確認す
る。

縦断図と対比し、確認する。

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項
目の箇所と寸法にチェックを記入する

・基本設計データから横断図を作成し、設計図書
と重ね合わせて確認する

基本設計データと設計図書の照合に用い
た資料は整備・保管し、監督職員から資料
請求があった場合には、速やかに提出す
るものとする。

留意点



基本設計データの確認（２）

基準点の確認（例） 横断図の確認（例）
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入力したデータと設計図面の
数値をチェック

作成したデータと設計図面の
数値をチェック

根拠資料の例



・出来形管理用ＴＳが水平に設置されていること。
・出来形計測点を効率的に取得できる位置に出来形管理用ＴＳを設置すること。
・計測中に器械が動かないように確実に設置すること。
・工事基準点は、基本設計データに登録されている点を用いること。
・器械高及びプリズム高の入力ミスなどの単純な誤りをおこすことが多いので注意すること。
・プリズムは傾きがないように正しく設置すること。
・出来形管理用ＴＳと工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので
注意すること。

出来形管理用ＴＳの設置

基本設計データを出来形管理用ＴＳに搭載する。
出来形管理用ＴＳは、工事基準点上に設置する。

17

出来形管理用ＴＳ設置時の留意点

プリズム高

ミラー高さ 0.50(m)0.50(m)プリズム高さ プリズムの高さを変更し
た時に、ＴＳの設定を変更
し忘れることが多いので

注意。



後方交会法
出来形管理用TSは、工事基準点上に設置することが計測精度を確保する観点から望ましい。

出来形管理用ＴＳを工事基準点上に設置できない場合で、複数の工事基準点を観測できる場
合は任意の未知点に出来形管理用ＴＳを設置することができる。

計測精度を確保する為、ＴＳ設置位置と参照する２つの基準点との
「距離」および「間の角度」は、以下の関係でなければならない。

（条件を満足しない場合、ＴＳがエラーを返します）

３級TSの場合 ： L≦100m、 L1≦100m、 L2≦100m、 30゜≦θ≦150゜
２級TSの場合 ： L≦100m、 L1≦150m、 L2≦150m、 30゜≦θ≦150゜

（工事基準点との距離が近すぎると方位の精度が落ちるので注意すること） 18

後方交会法で設置する場合の注意点



１．出来形計測
・出来形計測時、ＴＳと計測点までの視準距離は１００ｍが制限値
・使用するＴＳの級、工種、出来形管理項目に係わらず、一律

２．計測点

①管理断面延長方向の注意点
基本設計データに管理断面として入力したラインから、

道路延長方向に±10cm以内の範囲内で計測を行う。

②厚さ計測時の注意点
舗装修繕工事で、厚さを測定する場合、基本設計データ

に出来形計測点として入力した点と、実際に出来形計測を
行う点の、平面位置のずれは水平距離で５cm以内で計測
で行う。

出来形計測

出来形管理用ＴＳによる出来形計測
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出来形計測イメージ

出来形管理状況の把握

１工事において１回程度
実施
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出来形管理の資料作成・提出

施工管理データ提出(XMLファイル）

○「工事完成図書の電子納品等要領」で定
める「OTHRS」フォルダに格納する。

施工管理データを用いて出来形管理資料を作成する

帳票作成ソフトウェアにより
自動作成、保存、印刷可能

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE othrsdata SYSTEM "OTHRS05.DTD">
<othrsdata DTD_version="05">
<サブフォルダ情報>
<その他サブフォルダ名>ORG001</その他サブフォルダ名>
<その他サブフォルダ日本語名>TS出来形管理</その他サブフォルダ日本語名>
<その他資料情報>
<資料名>TS出来形管理資料</資料名>
<オリジナルファイル情報>
<シリアル番号>1</シリアル番号>
<オリジナルファイル名>ORG01_01.xml</オリジナルファイル名>
<オリジナルファイル日本語名>TS施工管理データ01</オリジナルファイル日本語名>
<オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>出来形管理データ作成ソフトウェア2010
</オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報>

XMLファイル例
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出来形管理写真基準

工種

写真管理項目

撮影項目 撮影頻度
[時期] 提出頻度

アスファルト
舗装工（下
層路盤工、
上層路盤
工）・・・その

他

幅 各層毎１工事に１回
[整正後]

代表箇所
各１枚

路面切削工
幅、厚さ（基

準高）
１工事に１回
[整正後]

代表箇所
各１枚

出来形管理写真（例）

ＴＳ出来形管理を実施する場合、従来と比較して、以下の点が異なります。
①撮影頻度の軽減
②黒板への記載項目の軽減
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黒板

ＴＳ

プリズム

① 工事名
② 工種等
③ ＴＳ設置位置（後方交会法の場合は、

参照した２つ以上の工事基準点）
←追加

④ 出来形計測点（測点・箇所）
⑤ 設計寸法 ←軽減
⑥ 実測寸法 ←軽減
⑦ 略図 ←軽減

黒板への記載項目


